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ひと

と男
ひと

、ともに咲かせよう自分らしさの花 

男女共同参画の視点でまちづくり 

 

 

 

 

 本市は、男女が互いに尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく個性と能力を十分

に発揮することのできる男女共同参画社会を実現するため、平成 23（2011）年に「鴻巣市男女

共同参画推進条例」を制定し、市民活動センターに男女共同参画コーナーを開設するとともに、平

成 24（2012）年には「男女共同参画都市宣言」を行うなど、男女共同参画の推進に関する体制

を整備し、さまざまな施策を展開してまいりました。 

 また、男女共同参画に関する各分野にわたる施策を総合的、計画的に推進するため、平成 8

（1996）年に第 1 次計画として「こうのす男女共生プラン」、平成 16（2004）年に第 2 次計

画「こうのす男女協働プラン」、平成 24（2012）年に第 3 次計画「こうのす男女共同参画プラ

ン」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けて計画的に推進してまいりました。 

 このたび、現行計画の期間満了に伴い、新たに令和 2 年度を初年度とする第 4 次計画「こうの

す男女共同参画プラン」を策定いたしました。本計画では、社会環境の変化等に対応するため、前

計画の成果を踏まえつつ、基本目標や基本課題等について見直しを行うとともに、本計画の一部を

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく基本計画及び「女性の職業

生活における活躍の推進に関する法律」で規定する推進計画として位置づけました。 

 男女共同参画社会の実現は、社会的な課題の統合的な解決に向けた国際的な取組であるSDGsの

達成に大きく貢献するものであり、市民や事業者の皆さんが身近な問題として捉え、社会全体で本

計画の推進に取り組んでいくことが重要であると考えておりますので、皆さんの一層のご理解とご

協力をお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、多大なるご尽力を賜りました鴻巣市男女共同参画審議会委員の

皆さんをはじめ、「鴻巣市男女共同参画に関する意識・実態調査」や本計画に対する意見募集にご協

力いただきました市民の皆さんに、心より厚くお礼申し上げます。 

 

 

令和 2（2020）年 3月 

                   鴻巣市長 原 口 和 久   

 

  



男女共同参画都市宣言 

 

 

 

 

緑豊かな河川や田園 

四季に咲き誇る花々 

伝統工芸として伝えられる鴻巣人形 

鴻巣市は人と自然と文化が調和するまちです 

 

私たちはこの鴻巣市に誇りをもち 

男女が互いに尊重しあい 

その個性と能力を発揮し 

性別にとらわれることなく 

あらゆる分野に参画し 

世代を超えて支えあい 

共にいきいきと輝き 

思いやりあふれるまち「鴻巣市」をめざし 

ここに「男女共同参画都市」を宣言します 

 

平成 24年３月 10日 

 

鴻  巣  市    
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